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交通権憲章（1998年版） 

第1条 平等性の原則  

人は、だれでも平等に交通権を有し、交通権を保障される。  

第2条 安全性の確保  

人は、交通事故や交通公害から保護されて安全・安心に歩行・交通することができ、災害時には緊急・安

全に避難し救助される。  

第3条 利便性の確保  

人は、連続性と経済性に優れた交通サービスを快適・低廉・便利に利用することができる。  

第4条 文化性の確保  

人は、散策・サイクリング・旅行などを楽しみ、交通によって得られる芸術鑑賞・文化活動・スポーツなど豊

かな機会を享受できる。  

第5条 環境保全の尊重  

国民は、資源を浪費せずに地球環境と共生できる交通システムを積極的に創造する。  

第6条 整合性の尊重  

国民は、陸・海・空で調和がとれ、しかも住宅・産業施設・公共施設・都市・国土計画と整合性のある公共

交通中心の交通システムを積極的に創造する。  

第7条 国際性の尊重  

国民は、日本の歴史と風土に根ざした交通システムの創造と交通権の行使によって、世界の平和と福祉

と繁栄に積極的に貢献する。  

第8条 行政の責務  

政府・地方自治体は、交通に関する情報提供と政策決定への国民の参画をつうじて、利害調整に配慮し

ながら国民の交通権を最大限に発展させる責務を負う。  

第9条 交通事業者の責務  

交通およびそれに関連する事業体とその従事者は、安全・快適な労働環境を実現し、その業務をつうじて

国民の交通権を最大限に保障し発展させる責務を負う。  

第10条 国民の責務  

国民は、交通権を享受するために国民の交通権を最大限に実現し、擁護・発展させる責務を負う。  

第11条 交通基本法の制定  

国民は、交通権憲章にもとづく「交通基本法」(仮称)の制定を国に要求し、その実現に努力する。  
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8. 社会的排除と交通
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民主党政策集｢INDEX2009｣では【｢交通
基本法｣を制定し、国民の｢移動の権利｣
を保障し、新時代にふさわしい総合交通
体系を確立します。①国民の｢移動の権
利｣を明記する…】と記載。(p.41)

○ 交通基本法の経緯
2001年 第154回通常国会 民主党は社民
党と共同で｢交通基本法案｣を提出。審議
未了廃案。2006年 第165回臨時国会 地
方分権、貨物モーダルシフト等について
加筆の上再提出。成立せず。

【国民の移動の権利は次のように記載】
(移動に関する権利)
第二条 すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営むために必要な移動
を保障される権利を有する。

第五条 環境負荷の低減を記述。

第八条その他 国民参加を規定。

【法案】 http://www.dpj.or.jp/news/?num=9384
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